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(57)【要約】
副作用の問題がなく、長期間摂取可能であり、特有の風味がないペルオキシソーム増殖剤
応答性受容体（ＰＰＡＲ）活性化剤を提供する。　β－クリプトキサンチンをＰＰＡＲ活
性化剤として使用する。β－クリプトキサンチンは、例えば、温州みかんなどの柑橘類（
特にマンダリン系柑橘類）の果肉に多量に含まれており、長年食されてきたことから、安
全性に問題がなく、しかもカロリーが低いので、長期間摂取可能である。また、β－クリ
プトキサンチンは、無味無臭なので、食品に添加しても、その食品特有の風味を害するこ
とがないため、食品に添加して摂取可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ペルオキシソーム増殖剤応答性受容体（ＰＰＡＲ）の活性化剤であって、β－クリプトキ
サンチンを含むＰＰＡＲ活性化剤。
【請求項２】
脂肪細胞のアポトーシス、分化および小型化からなる群から選択される少なくとも一つを
誘導する請求の範囲１記載のＰＰＡＲ活性化剤。
【請求項３】
前記β－クリプトキサンチンが、マンダリン系柑橘類の果実由来のものである請求の範囲
１記載のＰＰＡＲ活性化剤。
【請求項４】
前記マンダリン系柑橘類が、温州みかんである請求の範囲３記載のＰＰＡＲ活性化剤。
【請求項５】
インスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化および
肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾病の予防若しくは治療のための医薬で
あって、請求の範囲１記載のＰＰＡＲ活性化剤を含む医薬。
【請求項６】
インスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化および
肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾病の予防若しくは改善のためのサプリ
メントであって、請求の範囲１記載のＰＰＡＲ活性化剤を含むサプリメント。
【請求項７】
インスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化および
肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾病の予防若しくは改善のための機能性
食品であって、請求の範囲１記載のＰＰＡＲ活性化剤を含む機能性食品。
【請求項８】
インスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化および
肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾病の予防若しくは改善のための食品添
加物であって、請求の範囲１記載のＰＰＡＲ活性化剤を含む食品添加物。
【請求項９】
ＰＰＡＲ活性化方法であって、脂肪細胞および肝臓細胞の少なくとも一方に、β－クリプ
トキサンチンを接触させることを含む方法。
【請求項１０】
脂肪細胞のアポトーシス、分化および小型化からなる群から選択される少なくとも一つを
誘導する請求の範囲９記載の方法。
【請求項１１】
前記β－クリプトキサンチンが、マンダリン系柑橘類の果実由来のものである請求の範囲
９記載の方法。
【請求項１２】
前記マンダリン系柑橘類が、温州みかんである請求の範囲１１記載の方法。
【請求項１３】
哺乳動物におけるインスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、高血圧、高脂血症
、動脈硬化および肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾病の予防、治療また
は改善方法であって、β－クリプトキサンチンを投与することを含む方法。
【請求項１４】
ＰＰＡＲ活性化剤の製造のためのβ－クリプトキサンチンの使用。
【請求項１５】
前記β－クリプトキサンチンが、マンダリン系柑橘類の果実由来のものである請求の範囲
１４記載の使用。
【請求項１６】
前記マンダリン系柑橘類が、温州みかんである請求の範囲１５記載の使用。
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【請求項１７】
哺乳動物におけるインスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、高血圧、高脂血症
、動脈硬化および肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾病の予防、治療また
は改善のためにβ－クリプトキサンチンを投与することを含む使用。
【請求項１８】
脂肪細胞のアポトーシス、分化および小型化からなる群から選択される少なくとも一つを
誘導する請求の範囲１７記載の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペルオキシソーム増殖剤応答性受容体（ＰＰＡＲ）活性化剤、ならびにそれ
を用いた医薬、サプリメント、機能性食品および食品添加物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　糖尿病の発症には、インスリン分泌低下とインスリン抵抗性の二つが関与していると言
われている。最近、日本人において、糖尿病患者が増えているが、インスリン分泌低下は
遺伝的要素が大きいため、糖尿病患者増加の主原因ではなく、インスリン抵抗性が主原因
と考えられている。これは、曰本人の食生活が欧米化して脂肪摂取量が増えたことや、そ
の他、運動不足、肥満、ストレスが原因であると言われている。インスリン抵抗性の発生
のメカニズムは、脂肪細胞の肥大化に起因することが最近の研究で分かっている。すなわ
ち、脂肪細胞が肥大化すると、ＴＮＦ－αおよび遊離脂肪酸（ＦＦＡ）が分泌され、これ
らが筋肉細胞や肝臓細胞での糖の取り込みを阻害すると共に、インスリンの働きを促進す
るアディポネクチンの分泌が抑制され、この結果、インスリン抵抗性が生じる。
【０００３】
　一方、インスリン抵抗性の研究において、核内受容体であるＰＰＡＲを活性化すると、
インスリン抵抗性の改善に効果があることが分かっている。ＰＰＡＲには、α、σ、γの
３つのタイプと、いくつかのサブタイプが知られている。ＰＰＡＲαは、主として肝臓細
胞に発現し、その他、心筋細胞や消化管細胞にも発現が認められ、脂肪酸酸化、ケトン体
生成、アポリポタンパク質の生成などに関与している。ＰＰＡＲσは、組織特異性が認め
られず、体全体に発現しているが、大腸がん細胞での発現が顕著である。ＰＰＡＲγは、
γ１型とγ２型の２つのサブタイプに分類でき、γ１型は、脂肪組織、免疫系組織、副腎
、小腸で発現し、γ２型は、脂肪細胞で特異的に発現しており、脂肪細胞の分化誘導や脂
肪合成に重要な役割を担っている。
【０００４】
　このように、ＰＰＡＲは、インスリン抵抗性の改善に大きく関わっており、加えて、高
インスリン血症、２型糖尿病、その他、肥満、高血圧、高脂血症および動脈硬化の改善に
も関わっていると言われている。このような観点から、ＰＰＡＲを活性化する物質につい
て研究され、例えば、フィブラート系化合物、チアゾリジン誘導体、脂肪酸、ロイコトリ
エンＢ４、インドメタシン、イブプロフェン、フェノプロフェン、１５－ｄｅｏｘｙ－Δ
－１２，１４－ＰＧＪ２のような合成物質系のＰＰＡＲ活性化剤が知られている。しかし
ながら、合成物質系のＰＰＡＲ活性化剤は、長期摂取による副作用の問題があり、日常生
活で摂取してインスリン抵抗性等の疾病を予防若しくは改善するのには不向きである。こ
の他、天然成分由来のＰＰＡＲ活性化剤として、ウコンに含まれるクルクミンや、油脂の
一種であるモノアシルグリセロール、お茶などに含まれるカテキン類などの天然物質が、
ＰＰＡＲ活性化剤として報告されている（例えば、特許文献１参照）。しかしながら、天
然成分由来のものであっても油脂などは、カロリーが高いため、継続的に摂取することに
は問題がある。また、日常的に摂取するためには、食品等に添加して摂取することが理想
的であるが、天然成分由来のものは独特の風味を有するものも多く、このようなものは食
品等に添加するには不向きである。
【特許文献１】特開２００２－８０３６２号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、副作用の問題がなく、長期摂取可能
であり、しかも食品等に添加しても問題のないＰＰＡＲ活性化剤の提供を、その目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明のＰＰＡＲ活性化剤は、β－クリプトキサンチンを
含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明者は、前記課題を解決するために、天然成分のＰＰＡＲ活性化剤について一連の
研究を重ねたところ、温州みかん等のマンダリン系柑橘類に多く含まれるβ－クリプトキ
サンチンが、ＰＰＡＲ活性化作用を有することを見出し、本発明に到達した。すなわち、
β－クリプトキサンチンを多く含む温州みかんは、長年食用されてきており、その安全性
は確認されている。また、β－クリプトキサンチンは、カロリーが低く、この点で糖尿病
患者や肥満患者等が長期摂取しても問題がない。そして、β－クリプトキサンチンは、無
味無臭であるため、食品等に添加しても、その食品独特の風味を損なうことがないため、
食品に添加して長期に渡って日常的に摂取することも可能となる。したがって、本発明に
よれば、β－クリプトキサンチンがＰＰＡＲを活性化することにより、脂肪の燃焼を促進
させ、ＴＮＦ－αおよび遊離脂肪酸の分泌を抑制し、かつアディポネクチンの分泌を促進
させるから、脂肪細胞の状態を正常化でき、インスリン抵抗性を改善でき、その他、高イ
ンスリン血症、２型糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化および肥満などの症状を改善で
きる。なお、これらは、人に限られず、その他動物にも有効である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の一実施例において、β－クリプトキサンチンのＰＰＡＲγリガ
ンド活性を示すグラフである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明のＰＰＡＲ活性化剤は、β－クリプトキサンチンを含んでいればよく、β－クリ
プトキサンチン以外に、例えば、その他のＰＰＡＲ活性化剤等の他の成分を含んでいても
よい。
【００１０】
　本発明において、活性化されるＰＰＡＲは、例えば、ＰＰＡＲαおよびＰＰＡＲγのい
ずれかでもよいが、好ましくは双方である。
【００１１】
　前述のように、β－クリプトキサンチンは、ＰＰＡＲ活性化作用を有するため、本発明
のＰＰＡＲ活性化剤は、例えば、脂肪細胞におけるＴＮＦ－αおよび遊離脂肪酸の分泌抑
制、脂肪細胞におけるアディポネクチンの分泌促進、および、肝臓細胞における脂肪のβ
酸化促進等の作用を少なくとも一つ有する。また、本発明のＰＰＡＲ活性化剤は、例えば
、脂肪細胞のアポトーシス、分化および小型化等の少なくとも一つを誘導する作用を有す
る。
【００１２】
　本発明のＰＰＡＲ活性化剤において、使用するβ－クリプトキサンチンは、特に制限さ
れないが、例えば、柑橘類、柿、パパイヤ、ビワおよび赤ピーマン等由来のものである。
中でも、柑橘類が好ましく、より好ましくはマンダリン系柑橘類由来のものであり、特に
好ましくは温州みかん由来のものである。後述のように、柑橘類からのβ－クリプトキサ
ンチンの工業的製造方法が確立されているため（例えば、特許第３３５９２９８号）、安
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価で安全なβ－クリプトキサンチンが入手できるからである。特に、温州みかんには、β
－クリプトキサンチンが、約１．０～２．９ｍｇ／１００ｇの高濃度で含まれている。ま
た、原料として使用できるのは、例えば、果実全体であり、特に果肉を使用することが好
ましい。なお、本発明において、β－クリプトキサンチンは、例えば、前記柑橘類から単
離精製したものを使用してもよいし、市販品を使用してもよい。
【００１３】
　つぎに、本発明の医薬は、例えば、インスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病
、高血圧、高脂血症、動脈硬化および肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾
病の予防若しくは治療のための医薬であって、前記本発明のＰＰＡＲ活性化剤を含む医薬
である。本発明の医薬は、本発明のＰＰＡＲ活性化剤以外に、例えば、その他のＰＰＡＲ
活性剤および各種添加剤等を含んでいてもよい。本発明の医薬において、具体的な剤形と
しては、例えば、錠剤、細粒剤（散剤を含む）、カプセルおよび液剤（シロップ剤を含む
）等があげられる。本発明の医薬は、各剤形に適した添加剤や基材等を適宜使用し、日本
薬局方等に記載された通常の方法に従い製造できる。また、投与経路としては、特に制限
されず、例えば、経口投与および非経口投与があげられ、前記非経口投与としては、例え
ば、口腔内投与、気道内投与、直腸内投与、皮下投与、筋肉内投与および静脈内投与等が
あげられる。
【００１４】
　つぎに、本発明のサプリメントは、例えば、インスリン抵抗性、高インスリン血症、２
型糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化および肥満からなる群から選択される少なくとも
一つの疾病の予防若しくは改善のためのサプリメントであって、前記本発明のＰＰＡＲ活
性化剤を含むサプリメントである。本発明のサプリメントは、本発明のＰＰＡＲ活性化剤
以外に、例えば、その他のＰＰＡＲ活性剤、各種添加剤およびその他のサプリメント等を
含んでいてもよく、前記その他のサプリメントとしては、例えば、ビタミンＣなどの各種
ビタミン類、アミノ酸およびオリゴ糖等があげられる。本発明のサプリメントの形態は、
特に制限されず、例えば、錠剤、細粒剤（散剤を含む）、カプセルおよび液剤（シロップ
剤を含む）等があげられる。
【００１５】
　つぎに、本発明の機能性食品は、インスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、
高血圧、高脂血症、動脈硬化および肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾病
の予防若しくは改善のための機能性食品であって、前記本発明のＰＰＡＲ活性化剤を含む
機能性食品である。本発明の機能性食品は、本発明のＰＰＡＲ活性化剤以外に、例えば、
その他のＰＰＡＲ活性剤および各種添加剤等を含んでいてもよい。なお、本発明の機能性
食品の形態は、特に制限されず、例えば、麺類、菓子類および機能性飲料等を含む。
【００１６】
　つぎに、本発明の食品添加剤は、インスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、
高血圧、高脂血症、動脈硬化および肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾病
の予防若しくは改善のための食品添加物であって、前記本発明のＰＰＡＲ活性化剤を含む
食品添加物である。本発明の食品添加剤は、本発明のＰＰＡＲ活性化剤以外に、例えば、
その他のＰＰＡＲ活性剤および各種添加剤等を含んでいてもよい。本発明の食品添加剤の
形態は、特に限定されないが、例えば、液状、ペースト状、粉末状、フレーク状および顆
粒状等があげられる。また、本発明の食品添加剤は、例えば、飲料用を含む。
【００１７】
　つぎに、本発明のＰＰＡＲ活性化方法は、例えば、脂肪細胞および肝臓細胞等に、β－
クリプトキサンチンを接触させることを含む方法である。
【００１８】
　本発明のＰＰＡＲ活性化方法は、例えば、脂肪細胞におけるＴＮＦ－αおよび遊離脂肪
酸の分泌抑制、脂肪細胞におけるアディポネクチンの分泌促進、および、肝臓細胞におけ
る脂肪のβ酸化促進等の作用を少なくとも一つ誘導する方法である。また、本発明のＰＰ
ＡＲ活性化方法は、例えば、脂肪細胞のアポトーシス、分化および小型化等の少なくとも
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一つを誘導する方法である。
【００１９】
　本発明のＰＰＡＲ活性化方法において、使用するβ－クリプトキサンチンは、前記本発
明のＰＰＡＲ活性化剤に使用するものと同様であり、例えば、柑橘類、柿、パパイヤ、ビ
ワおよび赤ピーマン等由来のものである。中でも、柑橘類が好ましく、より好ましくはマ
ンダリン系柑橘類由来のものであり、特に好ましくは温州みかん由来のものである。また
、原料として使用できるのは、例えば、果実全体であり、特に果肉を使用することが好ま
しい。
【００２０】
　つぎに、本発明の疾病の予防、治療または改善方法は、哺乳動物におけるインスリン抵
抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化および肥満からなる
群から選択される少なくとも一つの疾病の予防、治療または改善方法であって、β－クリ
プトキサンチンを投与することを含む方法である。前記哺乳動物としては、例えば、ヒト
、マウス、ラット、ウサギ、イヌ、ネコ、ウシ、ウマ、ブタ、サル等があげられる。
【００２１】
　つぎに、本発明のキットは、インスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、高血
圧、高脂血症、動脈硬化および肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾病の予
防または治療のためのキットであって、
ａ）β－クリプトキサンチン、
ｂ）インスリン抵抗性、高インスリン血症、２型糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化お
よび肥満からなる群から選択される少なくとも一つの疾病の予防または治療に有用な第二
の化合物を含む第二医薬組成物、および
ｃ）前記β－クリプトキサンチンおよび前記第二医薬組成物を入れるための容器を含むキ
ットである。
【００２２】
　つぎに、本発明の使用は、ＰＰＡＲ活性化剤の製造のためのβ－クリプトキサンチンの
使用である。
【００２３】
　また、本発明の使用は、哺乳動物における本発明のインスリン抵抗性、高インスリン血
症、２型糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化および肥満からなる群から選択される少な
くとも一つの疾病の予防、治療または改善のためにβ－クリプトキサンチンを投与するこ
とを含む使用である。前記哺乳動物は、前述の通りである。
【００２４】
　本発明の使用において、使用するβ－クリプトキサンチンは、前記本発明のＰＰＡＲ活
性化剤に使用するものと同様であり、例えば、柑橘類、柿、パパイヤ、ビワおよび赤ピー
マン等由来のものである。中でも、柑橘類が好ましく、より好ましくはマンダリン系柑橘
類由来のものであり、特に好ましくは温州みかん由来のものである。また、原料として使
用できるのは、例えば、果実全体であり、特に果肉を使用することが好ましい。
【００２５】
　本発明の使用において、β－クリプトキサンチンは、例えば、脂肪細胞におけるＴＮＦ
－αおよび遊離脂肪酸の分泌抑制、脂肪細胞におけるアディポネクチンの分泌促進、肝臓
細胞における脂肪のβ酸化促進等の作用を少なくとも一つを誘導する。また、本発明の使
用において、β－クリプトキサンチンは、例えば、脂肪細胞のアポトーシス、分化および
小型化等の少なくとも一つを誘導する。
【００２６】
　つぎに、本発明におけるβ－クリプトキサンチンは、前述のように柑橘類を原料として
製造することが好ましい。この製造方法の一例（特許第３３５９２９８号）を、以下に示
す。
【００２７】
　柑橘類からのβ－クリプトキサンチンの製造は、下記の（１）～（４）の工程を含む方
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法により実施できる。
（１）柑橘類の果実を搾汁して、ろ過若しくは篩別する。
（２）軽遠心分離して得た上澄みを重遠心分離して沈殿物を得る。
（３）前記沈殿物を可溶化する酵素を添加して凍結する。
（４）解凍して固液分離した後の沈殿物を脱水して固形物を得る。
【００２８】
　前記製造方法で使用する柑橘類としては、例えば、温州みかん、伊予柑、夏みかん、八
朔、ボンカン、ネーブルオレンジ、レモン、バレンシアオレンジ、グレープフルーツなど
があるが、β－クリプトキサンチンの含有量が多いマンダリン系柑橘類が好ましく、より
好ましくは温州みかんである。また、原料として使用できるのは、柑橘類の果実全体であ
るが、特に果肉を使用することが好ましい。
【００２９】
　前記柑橘類は、通常、選別、洗浄した後、搾汁される。搾汁機は、例えば、インライン
搾汁機、チョッパーパルパー搾汁機、ブラウン搾汁機がある。得られた搾汁には、通常、
じょうのう皮の小片や粗大なパルプが混入しているため、これらを除去するために、ろ過
または篩別する。このろ過または篩別には、例えば、パドル型、スクリュー型のフィニッ
シャーが使用でき、そのスクリーン目の大きさは、例えば、０．３～０．５ｍｍである。
【００３０】
　つぎに、上記搾汁液を遠心分離で処理する。この遠心分離処理は、以下の条件の軽遠心
分離と重遠心分離とから構成される。前記軽遠心分離とは、パルプの大きな粒子を分離で
きるレベルの遠心分離をいう。前記重遠心分離とは、パルプの小さな粒子を遠心分離でき
るレベルの遠心分離をいう。前記軽遠心分離の遠心強度は、例えば、３０００×ｇ・分以
下であり、前記重遠心分離の遠心強度は、例えば、１５００×ｇ・分以上であり、軽遠心
分離操作の遠心強度を重遠心分離の遠心強度よりも低く設定する。そして、前記搾汁を軽
遠心分離し、その上澄みを、さらに重遠心分離して沈殿物を回収する。
【００３１】
　つぎに、前記重遠心分離の沈殿物に対し、可溶化酵素を添加する。前記可溶化酵素とし
ては、例えば、ペクチナーゼ、セルラーゼ、ヘミセルラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼ、
マセレーションエンザイム、プロトペクチナーゼ等を使用することができる。これらの酵
素は、単独で使用してもよいし、２種類以上で併用してもよい。前記可溶化酵素の添加割
合は、前記沈殿物１ｋｇに対し、０．５～１０ｇの範囲である。
【００３２】
　つぎに、前記可溶化酵素を添加した沈殿物を容器に充填して、加温化することなく凍結
する。ついで、凍結させた沈殿物を解凍する。解凍は、室温に放置して行ってもよい。解
凍した沈殿物は、固液分離し、遠心分離により脱水して固形分（沈殿部）を得る。この固
形分は、β－クリプトキサンチンを高濃度で含有する。なお、精製水を前記固形分に加え
て遠心分離するという操作を繰り返すことにより、前記固形分のβ－クリプトキサンチン
濃度を更に向上させることが可能である。
【実施例１】
【００３３】
　本実施例は、β－クリプトキサンチンによるＰＰＡＲγの活性化を確認した例である。
【００３４】
　まず、ＣＶ－１細胞（雄性アフリカミドリザル腎臓由来の培養細胞）を、２４穴培養プ
レートに０．２μｇ／ｗｅｌｌとなるように植え込み、３７℃、５％ＣＯ２条件下で２４
時間培養した。培地には、１０％ＦＢＳ（ウシ胎仔血清）、１０ｍｇ／ｍＬペニシリン・
ストレプトマイシン溶液を含むＤＭＥＭ（Ｄｕｌｂｅｃｃｏ’ｓ　Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　Ｅ
ａｇｌｅ　Ｍｅｄｉｕｍ：ＧＩＢＣＯ社）を用いた。つぎに、リポフェクトアミンシステ
ム（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社）を用いて、ｐＭ－ｈＰＰＡＲγとｐ４×ＵＡＳｇ－ｔｋ－
ｌｕｃとを、培養したＣＶ－１細胞にトランスフェクションした。なお、前記ｐＭ－ｈＰ
ＰＡＲγは、ＧＡＬ４結合ドメインである１～１４７残基とヒトＰＰＡＲγリガンド結合
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あり、前記ｐ４×ＵＡＳｇ－ｔｋ－ｌｕｃは、ルシフェラーゼ遺伝子上流に、４コピーの
ＧＡＬ４結合ドメインのための上流活性化配列（ＵＡＳ）とチミジンキナーゼ遺伝子プロ
モータとを含むレポーター・プラスミドである。前記トランスフェクションを行った細胞
を約２４時間培養し、ついで、前記細胞の培地を、種々濃度（０．１、１．０、１０およ
び７０μＭ）のβ－クリプトキサンチンを含む培地または無処置対照用の培地に変え、さ
らに２４時間培養した。前記β－クリプトキサンチンを含む培地は、ジメチルスルホキシ
ド（ＤＭＳＯ）に溶解したβ－クリプトキサンチンを培地に加えることにより調製し、無
処置対照用の培地は、ＤＭＳＯのみを培地加えることにより調製した。培養後、前記細胞
を溶解し、デュアル・ルシフェラーゼレポータージーンアッセイシステム（Ｐｒｏｍｅｇ
ａ社）を用いて、ルシフェラーゼ活性を測定した（測定群）。
【００３５】
　前記測定群と同様に、コントロール群としてｐＭ－ｈＰＰＡＲγの代わりにｐＭ（ｐＭ
－ｈＰＰＡＲγにおいてＧＡＬ４結合ドメインである１～１４７残基を含むが、ＰＰＡＲ
γリガンド結合ドメインである２０４～５０５残基を含まないベクター）を用いて測定し
た。各サンプルについて、測定群及びコントロール群の発光強度の平均値（ｎ＝４）の比
（測定群／コントロール群）を算出し、無処置対照に対する相対ルシフェラーゼ活性をサ
ンプルのＰＰＡＲγリガンド結合活性とした。この結果を下記表１および図１のグラフに
示す。
【００３６】
【表１】

【００３７】
　前記表１および図１から分かるように、β－クリプトキサンチンによって、ＰＰＡＲγ
の活性が向上し、その活性は、β－クリプトキサンチンの濃度が高くなるにつれて、高く
なった。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　以上のように、本発明のＰＰＡＲ活性化剤は、優れたＰＰＡＲ活性を有し、副作用の問
題がなく長期間摂取することが可能であり、食品等に好ましく用いることができる。した
がって、本発明のＰＰＡＲ活性化剤は、例えば、インスリン抵抗性、高インスリン血症、
２型糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化および肥満などの疾病の予防若しくは改善のた
めの医薬、サプリメント、機能性食品および食品添加物として使用できる。なお、これら
は、人に限られず、その他動物にも有効である。
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